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件名 市税及び国民健康保険料の還付金の算出誤りについて 

内   容 

１ 概要 

令和３年２月から５月にかけて行った還付処理において、誤った還付加算金の

加算率により還付加算金の額を算定し還付しており、過払いが発生した。 

２ 該当する件数 

○市税 ２７件（個人８名、事業所８社） 

３１,６００円（1件当たり 100円～25,300円） 

○国民健康保険料 ４件（個人４名）８００円（1件当たり 100円～500円） 

※還付処理を有する後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、下水道使用料、

住宅使用料については該当なし 

３ 原因 

令和２年度税制改正により、令和３年１月１日から還付加算金の加算率は  

１.０％へ、延滞金の加算率は１.５％へ変更されることとなっており、令和２年

１２月にシステムへ加算率の変更登録を行った。その際、還付加算金の加算率を

延滞金の加算率と同率の１.５％と登録した。 

登録時及び登録後の確認作業が不十分であったため、当該加算率をもって算出

する還付加算金の額の算出誤りが発生した。 

４ 対応 

加算率を更正後、還付加算金の額を算出し、対象者に事情を説明の上、過払い

金の返還を求める。 

 今後は、関係各課で情報を共有し、システム変更に際しては複数の確認作業を

実施し点検作業の強化を図り、再発防止に努める。 

５ 報道機関向け説明会（説明者：矢野） 

    次の日時で説明会を開催します。 

日時 ６月２２日（火）１０時３０分から 

   場所 山陽小野田市役所３階 議会会議室２ 
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